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2021 年 9 月 1 日 

繰越欠損金の控除上限の特例の申請受付開始、その適用対象は？ 
～令和 3年度税制改正最新情報～ 

1. はじめに

令和 3 年度税制改正では、産業競争力強化法の改正を前提とし、その認定を受けた事業適応計画に従って実施する生

産性向上・需要開拓を目指す取組みに対する支援措置が創設されたが、その産業競争力強化法等の一部を改正する等

の法律が令和 3 年 8 月 2 日に施行された。 

Executive Summary 

◼ 令和 3 年度税制改正のうち、産業競争力強化法の改正を前提とした措置について、令和 3 年 8 月 2 日の同法

施行により事業適応計画の申請受付が開始された

◼ 本ニュースレターでは、そのうち、繰越欠損金の控除上限の特例について、その税務上の取扱いを確認するとともに、

同法の施行により明らかになった適用対象の詳細について確認する

◼ 特例の内容は、産業競争力強化法の事業適応計画の認定を受け、成長発展事業適応を実施する法人につい

ては、特例対象欠損金額について、欠損等控除前所得の金額の最大 100%を上限として損金算入できるもので

ある

◼ 成長発展事業適応として認定されるための要件については実施指針等が公表されている

◼ 当該特例の適用を受けるためには、産業競争力強化法の改正法の施行日（令和 3 年 8 月 2 日）から同日以

後 1 年を経過する日までの間に産業競争力強化法の事業適応計画の認定を受けることが要件となっているため、

早期の検討が推奨される
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事業適応計画の類型は以下の３つが想定されており、それぞれ、税制上の措置が手当されている。 

（それぞれの事業適応の定義は経済産業省ウェブサイト「事業適応計画全体概要資料」（PDF）より） 

本ニュースレターでは、一つ目の成長発展事業適応を認定事業適応計画に従って実施する者に対する税制上の措置として、

繰越欠損金の控除上限の特例について解説を行う。 

 

2. 繰越欠損金の控除上限の特例 

(1) 概要 

産業競争力強化法の改正を前提に、コロナ禍による欠損金については、一定期間に限り、デジタルトランスフォーメーション

（DX）やカーボンニュートラル等、事業再構築・再編に係る投資に応じた範囲において、所得の最大 100％までの控除を可

能とする特例が設けられた（措法 66 の 11 の 4、68 の 96 の 2、産業競争力強化法 2⑫・21 の 28①））。 

現行制度においては、青色申告書提出法人の繰越欠損金は 10 年間繰り越され、その欠損等控除前所得の 50%相当額

を上限として控除することができる（中小法人や新設法人等の一定の法人については 100%）（法法 57①、⑪）。 

この欠損等控除前所得の 50%相当額の控除上限について、臨時措置として、対象法人の適用事業年度において特例対

象欠損金額がある場合には、その特例対象欠損金額については、欠損等控除前所得の金額の最大 100%を上限として損

金算入できることとされた。 

(2) 適用対象になる場合 

当該特例の適用対象になる場合は次の場合とされている。 

  

ポストコロナに向け厳しい経営環境の中で赤字でも努力を惜し

まず、カーボンニュートラル、デジタルトランスフォーメーション、事

業再構築・再編等に向けた投資を行い、経営改革に果敢に

取り組むこと。

成長発展事業適応

デジタル技術の革新により世界で破壊的なイノベーションが起

きていることを踏まえ、こうしたDigital Disruptionの動きに対応し

ていくべく、デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革 (DX) 
に取り組むこと。

情報技術事業適応

気候変動問題への対応を成長の機会ととらえる国際的な潮

流が加速。こうした潮流に対応し2050年カーボンニュートラルを

実現すべく、脱炭素化効果が高い製品の普及や生産工程等

の脱炭素化に取り組むこと。

エネルギー利用環境負荷低減事業適応

繰越欠損金の控除上限の特例

事業適応計画
税制上の措置

DX投資促進税制

カーボンニュートラル投資促進税制

対象法人の

適用事業年度において

特例対象欠損金額

がある場合

適用事業年度：次のいずれにも該当する事業年度

① 基準事業年度（特例事業年度のうちその開始の日が最も早い事業年度）後の事業年度で

所得の金額が生じた最初の事業年度開始の日以後５年以内に開始した事業年度であること

② 事業適応計画の実施時期を含む事業年度であること

③ 令和８年４月１日以前に開始する事業年度であること

特例対象欠損金額：特例事業年度（令和２年４月１日から令和３年４月１日までの期間内

の日を含む事業年度（一定の場合には、令和２年２月１日から同年３月 31 日までの間に終了

する事業年度及びその翌事業年度））において生じた青色欠損金額又は連結欠損金額

適用対象になる場合 対象法人：次のいずれにも該当する法人

① 青色申告書提出法人又は連結法人

（中小法人等はもともと所得の100％まで控除可能であるため、当該特例の対象外）

② 産業競争力強化法の改正法の施行日（令和3年8月2日）から同日以後１年を経過する日

までの間に産業競争力強化法の事業適応計画の認定を受けたもの

③ その事業適応計画に従って同法の成長発展事業適応を実施するもの

https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/zentaishiryo.pdf
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(3) 特例の内容

特定事業年度に生じた青色欠損金額については、欠損金の繰越控除前の所得の金額の 100%（その所得の金額の 50％

を超える部分については、累積投資残額(※)に達するまでの金額に限る）の範囲内で損金算入できる（措法 66 の 11 の

4）。

（※）累積投資残額：事業適応計画に従って行った投資の額から、既に本特例により欠損金の繰越控除前の所得の金

額の 50％を超えて損金算入した欠損金額に相当する金額を控除した金額をいう。 

特例適用後の控除上限は、次の図のようになる。 

【連結納税制度を適用している場合】 

連結納税制度を適用している場合にも当該特例は適用可能であり、その場合には、事業適用計画の認定法人の累積投

資残額について、連結欠損金の控除限度額が増額される（措法 68 の 96 の 2①②）。この場合、事業適応計画の申請

主体は、連結親法人（納税主体）及び事業適応実施法人（投資を実施する主体）となる（経済産業省ウェブサイト

「繰越欠損金の控除上限」の特例ガイドライン（PDF））。 

令和 4 年 4 月 1 日以後開始事業年度については、連結納税制度はグループ通算制度に移行するが、その場合にも、損金

算入限度額がその分増額される（令和 4 年 4 月 1 日以後の措法 66 の 11 の 4③④）。 

(4) 特例事業年度とは

特例事業年度は、➀新型コロナウイルス感染症による外部環境の変化によって、②事業活動に影響が生じたことで、③企業

収益が悪化し欠損が生じた又は生じる見込みの事業年度をいい、その詳細は次のとおりである（産業競争力強化法施行

規則様式 18 の 16）。 

特例事業年度 

定性的 

要件 
➀新型コロナウイルス感染症による外部環境の変化によって、②事業活動に影響が生じたことで、③企業

収益が悪化し欠損が生じた又は生じる見込みの 1 又は 2 の事業年度

期間の原則 令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 4 月 1 日までの期間内の日を含む事業年度のうち、新型コロナウイルス

感染症の影響により青色欠損金額又は連結欠損金額が生じた 1 又は 2 の事業年度 

期間の例外 令和 2 年 2 月 1 日から同年 3 月 31 日までの間に終了した事業年度において新型コロナウイルス感染症

の影響により青色欠損金額又は連結欠損金額が生じた場合において、成長発展事業適応を行う事業者

（当該事業者がする子会社であってその親会社が次に掲げる法人の区分のいずれかに該当する場合にあ

っては、当該親会社）が次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当するときは、その要

件に該当する最初の事業年度及びその翌事業年度を特例事業年度とすることができる。 

事業者 要件 

令和 2 年 2 月 1 日から同年 3 月

31 日までの間に終了した事業年度

に係る四半期報告書を提出した事

業者であってその提出した四半期報

次に掲げる事由のいずれかに該当すること。 

イ 当該事業年度の開始日から当該事業年度に係る四半

期報告書に係る報告期間のうち令和 2 年 1 月 31 日

欠損控除前

所得金額

通常の

控除上限

（50%）

累積投資残額
認定事業適応計画に

従って行った投資の額。

本特例で使用済み

の金額を控除

特例適用後

の控除上限

（最大100%）
特例による

控除上限の上乗せ

https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/kurikoshi.pdf
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告書に係る報告期間のうちに同年

1 月 31 日以前に終了した報告期

間がある事業者  

以前に最後に終了した報告期間の終了日までの累積し

た親会社株主に帰属する当期純損益が正の値であり、

かつ、当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純

損益が負の値であること。 

ロ 令和 2 年 2 月 1 日から当該事業年度の終了日までの

期間内の任意の 1 カ月の売上高が前年同期間の売上

高から 2 割以上減少していること。

令和 2 年 2 月 1 日から同年 3 月

31 日までの間に終了した事業年度

に係る半期報告書を提出した事業

者のうち、その提出した半期報告書

に係る報告期間の終了日が同年１

月 31 日以前であるもの  

次に掲げる事由のいずれかに該当すること。 

イ 当該報告期間の親会社株主に帰属する当期純損益

が正の値であり、かつ、当該事業年度の親会社株主に

帰属する当期純損益が負の値であること。

ロ 令和２年２月１日から当該事業年度の終了日までの

期間内の任意の１カ月の売上高が前年同期間の売上

高から２割以上減少していること。

令和 2 年 1 月 31 日以前に最後に

終了した事業年度及び同年 2 月 1

日から同年 3 月 31 日までの間に

終了した事業年度に係る有価証券

報告書を提出した事業者 

次に掲げる事由のいずれかに該当すること。 

イ 令和 2 年１月 31 日以前に最後に終了した事業年度

の親会社株主に帰属する当期純損益が正の値であり、

かつ、同年 2 月１日から同年 3 月 31 日までの間に終

了した事業年度の親会社株主に帰属する当期純損益

が負の値であること。

ロ 令和 2 年 2 月 1 日から同日を含む事業年度の終了

日までの期間内の任意の 1 カ月の売上高が前年同期

間の売上高から 2 割以上減少していること。

上記のいずれにも該当しないもの 次に掲げる事由のいずれかに該当すること。 

イ 令和２年１月 31 日以前に最後に終了した事業年度

の当期純損益が正の値であり、かつ、同年 2 月 1 日か

ら同年 3 月 31 日までの間に終了した事業年度の当期

純損益が負の値であること。

ロ 令和 2 年 2 月 1 日から同日を含む事業年度の終了

日までの期間内の任意の 1 カ月の売上高が前年同期

間の売上高から２割以上減少していること

3. 成長発展事業適応計画の認定について

(1) 成長発展事業適応計画の要件

繰越欠損金の控除上限の特例の適用対象となる、成長発展事業適応を行う事業適応計画の認定要件は、次のとおりと

されている。 

項目 要件内容 根拠 

計画の実施期間 5 年以内とすること 産業競争力強化法 

施行規則 11 の 2⑤ 

課税の特例を受け

るための生産性向

上に関する基準

（注） 

事業適応計画の申請の日を含む事業年度の前事業年度を基準として、計画

期間終了時に以下のいずれかを目標とする計画であること。 

① ROA5%ポイント向上

ROA＝総資産利益率＝営業利益÷総資産の帳簿価額×100

告示「産業競争力強

化法第二十一条の二

十八第一項の規定に

基づく経済社会情勢

の著しい変化に対応し

https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/kuriketsukokuji.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/kuriketsukokuji.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/kuriketsukokuji.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/kuriketsukokuji.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/kuriketsukokuji.pdf
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② EBITDA マージン 5%ポイント向上

EBITDA マージン＝（営業利益＋減価償却費）÷売上高×100

て行うものとして主務

大臣が定める基準」 

財務内容の健全性

向上に関する目標

の設定に関する基

準 

計画期間終了年度に次の①及び②を満たすことを目標とする計画であること。 

① （有利子負債－現預金・運転資金等）÷（留保利益＋減価償却費

±引当金増減額）≦10

② ②経常収入＞経常支出）

告示「事業適応の実

施に関する指針」1 の

三のイ 

意思決定に関する

要件 

全社の意思決定に基づくものであること（取締役会等の決議文書等） 産業競争力強化法 2

⑫、告示「事業適応の

実施に関する指針」2

の一ロ 

取組類型 次に掲げるいずれかの取組類型に該当すること。 

① 新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供を行うものであ

って、計画終了年度において、当該新商品又は当該新たな役務の売上

高の合計額が全ての事業の売上高の 1%以上となることが見込まれるも

のであること。

② 商品の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上を行うものであ

って、計画終了年度において、当該商品に係る一単位当たり製造原価を

基準年度における当該製造原価より 5%以上低減させることが見込まれ

るものであること又はその事業適応に係る事業分野の特性に応じて、当

該商品に係る売上原価の額をその売上高の額で除した値を基準年度に

おける当該値より 5%以上低減させることが見込まれるものであること。

③ 商品の新たな販売の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入

を行うものであって、計画終了年度において、当該商品若しくは役務の提

供に係る一単位当たり販売費の額を基準年度における当該販売費の額

より五パーセント以上低減させることが見込まれるものであること又はその

事業適応に係る事業分野の特性に応じて、当該商品若しくは役務の提

供に係る販売費及び一般管理費若しくは当該商品若しくは役務の提供

に係る売上原価の額をその売上高の額で除した値を基準年度における当

該値より 5%以上低減させることが見込まれるものであること。

告示「事業適応の実

施に関する指針」2 の

一ハ① 

投資の内容 以下のいずれかの投資を行うこと。 

① 研究開発投資

② 固定資産投資（有形・無形）

③ 企業の合併、買収その他戦略的取組への出資

④ 人的投資

⑤ 構造改革投資

告示「事業適応の実施

に関する指針」2 の一ハ

② 

（注）生産性又は新たな需要開拓のための事業適応計画認定要件として以下が設けられている（経済産業省ウェブサイト

告示「事業適応の実施に関する指針」（PDF）1 の二イ）が、上記課税の特例の要件を満たすことにより、これらの事

業適用計画認定要件を満たす仕組みになっているとのことである（経済産業省ウェブサイト「事業適応計画全体概要

資料」（PDF））。 

◼ 生産性向上に関する目標：計画の終了年度において次のいずれか（①～④）の達成が見込まれること

① 修正 ROA 2％ポイント向上

修正 ROA＝（営業利益＋減価償却費＋研究開発費）÷総資産の帳簿価額 ×100

② 有形固定資産回転率 5％向上

有形固定資産回転率＝売上高÷有形固定資産の帳簿価額

③ 従業員 1 人当たり付加価値額 6％向上

従業員 1 人当たり付加価値額＝（営業利益＋人件費＋減価償却費）÷従業員数

④ 成長発展事業適応特例基準に定める指標

https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/kuriketsukokuji.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/kuriketsukokuji.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/shishin.1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/zentaishiryo.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/zentaishiryo.pdf
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◼ 新たな需要開拓に関する目標：計画の終了年度において次の指標の達成が見込まれること 

① 売上高伸び率≧過去５事業年度の業種売上高伸び率＋3％ポイント 

(2) 手続 

繰越欠損金の控除上限の特例の適用を受けるためには、産業競争力強化法の改正法の施行日（令和 3 年 8 月 2 日）

から同日以後 1 年を経過する日までの間に産業競争力強化法の事業適応計画の認定を受けることが要件となっている。 

納税者が取るべき手続は、大きく分けて➀事業適応計画の認定のための手続、②税制の適用を受けるための手続の 2 つで

ある。 

経済産業省ウェブサイトの「繰越欠損金の控除上限」の特例ガイドライン（PDF）によると、認定希望日から 2 カ月程度前

までに、事業を所管している省庁への事前相談が必要となるとのことであり、早期の検討が推奨される。 

手続の概要は次のとおりである。 

(1) 事業者は事業適応計画を策定し、事業の所管省庁に申請 

(2) 所管省庁が審査の上、事業所管大臣が認定 (計画は公表) 

(3) 事業者は所管省庁に対し、計画に基づく投資を行った事業年度の終了日から 1 カ月以内に投資実績を提出 

(4) 事業者は所管省庁より証明書の発行を受ける 

(5) 事業者は税務申告時に証明書を合わせて提出 

（経済産業省ウェブサイト「事業適応計画全体概要資料」（PDF）より転載） 

 

（東京事務所 大野 久子） 

 

関連ナレッジ及びサービス 

◼ 令和 3 年度の税制改正トピックス 

◼ カーボンニュートラル（CN）投資促進税制適用支援 

◼  DX 投資促進税制適用支援 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/kurikoshi.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/zentaishiryo.pdf
http://www.deloitte.com/jp/tax/tax-reform
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/solutions/tp/carbonneutral-investment-promotion-taxsystem.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/solutions/tp/carbonneutral-investment-promotion-taxsystem.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/solutions/srr/dx-investment-promotion-taxsystem.html


7 

過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/tax/nl/japan 

問い合わせ 

デロイト トーマツ税理士法人 

東京事務所 

所在地 〒100-8362 東京都千代田区丸の内 3-2-3 

丸の内二重橋ビルディング 

Tel 03-6213-3800（代）

大阪事務所 

所在地 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-1-1 

淀屋橋三井ビルディング 5 階 

Tel 06-4560-8000（代）

名古屋事務所 

所在地 〒450-8503 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1 

JP タワー名古屋 37 階 

Tel 052-565-5533（代）

email tax.cs@tohmatsu.co.jp 
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